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環境未来都市 北九州市

Ⓒleitan,City of Kitakyushu

北九州市は、平成２５年度から新たな産業振興計画となる「新成長戦略」を推進しています。戦略の３年目となる

平成２７年度は、これらの取組を加速させ、スピード感を持って、官民が一丸となって取り組んでいきます。

Ⅰ 地域企業が元気に活動し続ける環境整備

中小・小規模企業総合支援事業 【中小企業振興課  873-1433 】

「北九州市中小企業振興条例」を多くの企業や市民等に周知するとともに、中小・小規模企業への支援体制の強

化、実態の把握、中小企業団体との意見交換など、条例の趣旨を実現するための事業を実施します。

プレミアム付商品券発行支援事業 【商業振興課 551-3646 】

地域の消費喚起にスピード感を持って対応するため、商店街等が実施するプレミアム付商品券の発行を支援する

ほか、市が直接発行することにより、個人消費を一層喚起し、商店街をはじめ地域経済の活性化を図ります。

Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成

自動車産業地域創生推進事業 【企業立地支援課 582-2065 】

設立１０周年を迎えるパーツネット北九州を中核とした東九州自動車産業ネットワークの構築を柱とし、進出企業

等の関連サプライヤーとの交流などを通して、市内における更なる自動車産業の活性化を図ります。

ロボット産業振興プラン強化事業 【 新産業振興課 582-2905 】

「わが国をリードするロボット産業拠点の形成」を目的として、北九州ロボットフォーラム（産学官組織）で策定した

「北九州市ロボット産業振興プラン」の実現に向け、強化事業を展開します。

Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の振興

リノベーションまちづくり推進事業 【サービス産業政策課 582-2285】

遊休不動産の再生を図るため、リノベーションスクールを行い、新規創業者や新規雇用者の創出並びに街なかのに

ぎわいづくりの拡大を促進します。

北九州の食の魅力創造・発信事業 【食の魅力創造・発信室  582-2080】

本市を代表する食の魅力の創造や市内外への情報発信に取り組み、食による産業振興、食によるにぎわい創出を

図ります。

Ⅳ グローバル需要を取り込む海外ビジネス拠点の形成

アジアものづくりサポート推進事業 【産業政策課 582-2299】

本市のオペレーションやメンテナンス技術集積の強みを積極的に活用し、海外市場展開力・競争力の強化につなげ

ていく体制を整備します。

Ⅴ 地域エネルギー拠点の形成

響灘エリア未利用エネルギー活用誘致事業 【企業立地支援課 582-2065】

響灘エリアに集積する工場等から発生する未利用エネルギーや同エリアのユーティリティを活用した事業モデルを

構築し、誘致活動を行うことで新たな産業拠点を形成し、雇用を創出します。

◆ （Ⅰ～Ⅴ共通） 雇用関連施策

(仮称)みらいワークスタジアム事業 【雇用政策課  582-2419 】

高校生や大学生を対象に、地元企業の仕事内容や様々な職業人の話を直接聞き、体験できるイベントとし

て、「北九州ゆめみらいワーク」を開催します。

予算総額 ２８０事業 約１，１００億円（うち新規５７事業、約３８億円）

６１事業 約８５１億６千万円

２８事業 約６１億４千万円

１１８事業 約７４億円

２１事業 約４億円

１４事業 約４０億７千万円

３８事業 約６８億１千万円
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女性や若者、シニアの創業を支援するため、「開業支援資金」に「女性・若者・シニア特別枠」を創設します。

～ 開業支援資金「女性・若者・シニア特別枠」を創設 ～

「女性・若者・シニア特別枠」の創設

対象

適切な事業計画を持ち、事業に必要な資金の 1/10 以上の自己資金を準備できる方で、次のア～エのいず
れかの要件を満たす方
ア） 開業しようとする業種と同一または関連する業種に従事した実績を２年以上有する方
イ） 法律に基づく資格を有する方で、その資格を活かして新たに事業を開始しようとする方
ウ） 国、県、市等が開催する開業支援の講座を修了した方
エ） 雇用の創出を伴う事業を開始する方

限度額 （旧）１，５００万円⇒（新）３，０００万円 期間(据置期間) １０年（据置２年）以内

金利 （旧）１．６５％⇒（新）１．６０％ 保証料率 ０．３６～１．３８％

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 融資担当 TEL:093-873-1433

起業を目指す方への創業支援を強化します！

～ 開け！起業の扉・小さな夢の応援プロジェクト ～
若者や学生等の起業を促進するために、ベンチャー支援機関等のノウハウを活用して、起業応援事業として

ワークショップの開催や創業カフェなどを実施します。

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 創業・販路開拓支援担当係 TEL:093-873-1433

創業予定者の発掘から、スクールの運営まで効率的・効果的に実施します。若者や学生の起業意欲を

高め、「起業」と「雇用」をつなげ、事業の発展・継続の能力が取得できるような取組みを行います。

北九州起業サポート事業

小規模企業者の成長と事業の持続的発展を応援します！

～ 小規模企業者の相談機会の拡大を図ります ～
「北九州市中小企業振興条例」及び「小規模企業振興基本法」の施行に基づき、平成２７年７月より中小企業

支援センターの小規模企業者向けの支援策を強化します。

小規模企業者相談窓口の設置

「小規模企業者相談窓口」では、中小企業診断士等の相談員がご相談に対応します。小規模企業者を中心

とする中小企業の相談機会を拡大します。

【実施時期】平成２７年７月１日より開設（相談は無料です。）

相談時間は１時間程度でお願いします。

【問合せ先】 （公財）北九州産業学術推進機構 中小企業支援センター TEL：093-873-1430  担当：田村

～ 小規模企業者向け融資制度を改正します ～
「小規模企業者支援資金」等の金利引下げ

小規模企業者の経営基盤の安定・強化を支援するため金利を引下げます。

小規模企業者支援資金：（旧）１．６５％⇒（新）１．５５％ ※常時使用する従業員が２０人（宿泊業、娯楽業を除く商

業・サービス業は５人）以下の事業所がご利用になれ

ます。

小口事業資金：（旧）１．７５％⇒（新）１．７０％

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 融資担当 TEL:093-873-1433
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◆開催日

平成２７年８月２８日（金）

８月２９日（土）

◆開催場所

西日本総合展示場

（小倉北区浅野３－８－１）

元気発進！北九州プレミアム商品券発行支援事業

地元企業の紹介を通して、仕事の魅力や社会との関わりなどを生で伝え、進学の先の”就職”までを意識し

た進路選択を行うきっかけを創出し、将来、どのように働きたいかのビジョンを描いてもらいます。ターゲットで

ある学生が、将来の自分や社会について、楽しみながら考える機会を提供します。

北九州ゆめみらいワーク～わたしたちの”しごと”と”まなび”をかんがえよう～

北九州市では、地域の消費喚起などを目的として、国が緊急経済対策として創設した交付金を活用し、市内の小売

店や飲食店、サービスを提供する店舗などで使えるプレミアム商品券を発行します。

◎商品券の概要

◆商品券名称：元気発進！北九州プレミアム商品券

◆1 冊の発行額：１２，０００円 ◆1 冊の販売額：１０，０００円

◆購入限度：１人５冊◆購入対象者：市内居住者に限る

◆購入方法：事前予約 【抽選】（予約方法：郵送、ＦＡＸ、インターネット、北九州銀行窓口）

◆取扱店申請期間：平成２７年６月１５日～平成２７年７月２４日

◆購入申込期間：平成２７年７月１日～平成２７年７月３１日

◆利用可能期間：平成２７年９月１日～平成２７年１２月３１日

～取扱店募集の概要～
商品券を取り扱うには、事前に北九州プレミアム商品券運営事務局に申請し、登録を受ける必要があります。

■取扱店対象者：北九州市内に事業所・店舗を有する小売店・飲食店・旅館及び個人向けサービスを提供する

事業者とし、市内の店舗でのみ取扱いが可能です。

【例】 建設業者等が行う住宅等の軽微なリフォームも対象となります。

■申 請 期 間 ： 平成２７年６月１５日（月）～平成２７年７月２４日（金）

■申請書配布場所：各区役所総務企画課・出張所、北九州商工会議所のサービスセンター、

北九州市内の北九州銀行店舗・ＡＴＭコーナー

※ 専用ホームページ（http://www.kitakyushu-premium.com）でダウンロード可能

■申 請 方 法 ①郵送・ＦＡＸ：申請書に必要事項を記入し、北九州プレミアム商品券運営事務局まで。

②インターネット：専用ホームページ（http://www.kitakyushu-premium.com）から申し込み。

③窓口持参：申請書に必要事項を記入し、北九州市内の北九州銀行店舗へ持参。

【問い合わせ先】 元気発進！北九州プレミアム商品券コールセンター TEL:0570-003093 

◎北九州の子どもたちが、大人と共に未来の夢を
◆早い段階から仕事や進学について考えるきっかけをつくる

◆学び育った地元北九州で自分がどう働きたいか、どう関わっていきたいかを考える

◆北九州市、企業、大人たちの夢を知ることで、地元の魅力を知り、地元に対する自分の夢を抱く

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局雇用政策課 TEL:093-582-2419

北九州の様々な企業に出会い、仕事の魅力を伝える

机上の勉強だけではない、「学び」の面白さを知る

リアルな仕事の魅力を知る

企業

大学

職種紹介
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「実践起業塾 2015」開催のお知らせ
これから創業を目指す方、創業して間もない方に、創業の心構えから資金調達のポイントなど２日間の集中講座

を開催します。

■日 時 平成２７年７月２５日（土）・２６日（日） １０時～１６時３０分（２日目は１６時まで）

■会 場 北九州テクノセンタービル２階研修室 ■定 員 ３０名 ■受講料 一人あたり２,０００円

■内 容 詳しくはホームページをご覧ください。(http://www.ktc.ksrp.or.jp)

１日目 「起業を成功に結び付けるコツ」 ２日目 「開業資金の計画と借り方」

「受講者自己紹介」 「簡易ビジネスプランの作成」

「従業員の雇い方、教育の仕方」

【問合せ先】 （公財）北九州産業学術推進機構 中小企業支援センター TEL：093-873-1430  担当：田村、吉崎

東京都心で開催される「太陽のマルシェ」 出店者募集！

太陽のマルシェは、東京都心の勝どきエリアで毎月開催されている日本最大級の都市型マルシェです。この

マルシェで農産物や加工食品等のテスト販売を実施する方を募集します。

【対 象 者】 市内に所在する事業者で、主として市内で農産品や加工食品等の生産・製造等を行っている方

【出店商品】 農産物、加工食品、ジュース、酒類など（冷凍・冷蔵不可等の販売条件あり）

【 経 費 】 人件費・旅費、商品自体、配送料、販促経費等の販売に係る経費は出店者が負担（※出店料は市が負担）

【出店期間】 平成２７年９月から平成２８年３月までの期間に毎月１回（土日２日）計７回出店

【出店回数】 １回から複数回まで出店可能（申込み後、審査により決定）

詳細は市ホームページをご参照ください。(http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/san-miryoku.html)

【問い合わせ先】 産業経済局食の魅力創造・発信室（担当：瀧谷、菊地） TEL:093-582-2080

～平成２７年第２四半期のセーフティネット保証５号のお知らせ ～

セーフティネット保証５号の指定業種は、平成２７年７月より３２２業種が対象となります。

平成２７年７月１日から平成２７年９月３０日までのセーフティネット保証５号の指定業種が

発表されました。 全国的に業況の悪化している業種が指定されています。

２５４業種
指定業種 ３２２業種

３２２業種の確認 ： 「セーフティネット保証 5 号 平成 27 年度第 2 四半期分」 で検索

業種の分類・内容 ： 「日本標準産業分類 平成 25 年 10 月改定) 」 で検索

今回、指定となった業種 【これは一部の例示です。】

一般土木建築工事業、土木工事業、造園工事業、建築工事業、木造建築工事業、建築リフォーム工事業、ガラス工事業、はつり・

解体工事業、電気通信工事業、鉄鋼シャースリット業、鉄スクラップ加工処理業、金属製品塗装業、物流運搬設備製造業、電気照

明器具製造業、情報処理サービス業、沿海貨物海運業、倉庫業、荒物卸売業、化粧品卸売業、男子服小売業、子供服小売業、米

穀類小売業、中古自動車小売業、二輪自動車小売業、家具小売業、宗教用具小売業、荒物小売業、測量業、旅行業、旅行業者代

理業、カラオケボックス業、音楽教授業、スポーツ・健康教授業、ディスプレイ業 など多数

今回、指定から外れた業種 【これは一部の例示です。】

鉄筋工事業、金属製建具工事業、木製建具工事業、工業用プラスチック製品加工業、鉄骨製造業、金属用金型・同部分品・附属品

製造業、生鮮魚介卸売業、時計・眼鏡・光学機械小売業、たばこ・喫煙具専門小売業、写真業 など多数

【問い合わせ先】 北九州市産業経済局中小企業振興課 担当：下川、北野、上野 TEL：093-873-1433


